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   議事日程第３号        第４回定例会 

   令和２年１１月１９日（木）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第３号に同じ 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第３号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○柏倉信一議長 日程第１、引き続き一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。 

 

 一般質問通告書   

 令和２年１１月１９日（木）                       （第４回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１３ 

 

 

 

１４ 

 

 

 

１５ 

行政手続きにおけ

る押印廃止と書面

主義の見直しにつ

いて 

ＰＣＲ検査にいた

る検査体制の変更

について 

 

教育行政について 

（１）積極的な押印廃止について 

（２）廃止できる文書の数について 

 

 

（１）「診療検査医療機関」（仮称）とあ

った本市においての名称について 

（２）ＰＣＲ検査の実態について 

（３）医療体制について 

（１）エアコン未設置教室の対応につい

て 

（２）寒河江中部小学校の児童数の増加

に伴う教室確保について 

（３）リモート授業における専門技術者

９番 

古 沢 清 志 

市 長 

 

 

 

市 長 

 

 

 

教 育 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

の配置について 

１６ 

 

 

 

 

 

１７ 

地震発生切迫度Ｓ

31活断層について 

 

 

 

 

新型コロナウイル

スにおける緊急経

済対策について 

（１）本市の地震発生切迫度Ｓ31に対し

ての認識について 

（２）大規模災害による災害対策本部の人

員確保について 

（３）防災学習を備える防災センター設

置について 

（１）新型コロナウイルス感染症に係る

今後の緊急経済対策に関する考え方

について 

（２）寒河江市中小企業及び小規模企業

振興基本条例と寒河江市商工会につ

いて 

４番 

安孫子 義 徳 

市 長 

 

 

 

 

 

市 長 

 

１８ 

 

 

１９ 

不安を払拭する新

型コロナ対策につ

いて 

財政の「見える

化」について 

（１）発熱時の検査体制について 

（２）差別や偏見を無くす心の対策につ

いて 

 将来の市民にツケを廻さない持続可能

な自治体運営のために、市民と共有でき

る財政の「見える化」に向けた取組につ

いて伺う。 

６番 

後 藤 健一郎 

市 長 

教 育 長 

 

市 長 

 

 

２０ 

 

 

２１ 

農業問題 

 

 

教育問題 

（１）コロナ（高収益作物次期作支援）

交付金の利用現況 

（２）２回変更後の状況 

 10月30日（金）に陵南中で学区議員と

語る会を行った（全18名） 

（１）小中学校教職員の加配内容 

（２）要保護・準要保護生徒への対策 

（３）小中学校教職員の資質・能力の向

上策と教員生活のゆとりと充実策 

１４番 

荒 木 春 吉 

市 長 

 

 

教 育 長 

 

 

古沢清志議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号13番から15番までにつ

いて、９番古沢清志議員。 

○古沢清志議員 おはようございます。寒政・公

明クラブの古沢清志でございます。よろしくお

願いいたします。 

  今年も残すところ１か月近くとなりました。

来月には市長選挙があり、現職の佐藤市長も出

馬の表明を示していただきました。 

  ３期12年の実績と財政健全化に向けた取組、

子育て支援に関しては大いに評価をいたしてい

るところであります。小中学校の給食費の補助
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や除雪に関することなど、県内外の同僚議員か

ら問合せがあり、「参考にさせていただきま

す」との声を幾重にもいただきました。 

  佐藤市長におかれましては、新型コロナウイ

ルス感染やインフルエンザにも留意され、選挙

戦を乗り切っていただきますようエールを送り

たいと思います。 

  通告番号13番から15番について、順次質問さ

せていただきます。 

  通告番号13番の行政手続における押印廃止と

書面主義の見直しについてお伺いいたします。 

  押印廃止と書面主義の見直しについては、何

よりも住民サービスの向上に向けて行政手続の

簡単かつ迅速を願い質問させていただきます。 

  中央省庁の行政手続の押印廃止を強力に推進

している河野太郎行革担当大臣は、去る10月16

日の会見で、約１万5,000の行政手続のうち

99.247％の手続で押印を廃止できると明らかに

しました。その約１万5,000手続のうち、各省

庁が押印を存続の方向で検討したいと回答した

のは、僅か１％未満の911種類とのことです。 

  また、河野大臣は、存続する相当部分は印鑑

登録されたものや銀行の届出印など、そういう

ものは今回は残ると説明され、デジタル庁が発

足し、業務がデジタル化された際には電子認証

などが導入されるだろうとの見通しを示しまし

た。 

  さらに、政府与党は、確定申告などの税務申

告などの税務手続においても、押印の原則廃止

を検討する方針を明確にしています。2021年度

の税制改正で検討し、年末にまとめる与党税制

改正大綱に反映させるとのことです。 

  このように、行政手続文書だけでなく、税に

関わる他の書類でも押印廃止の流れが加速化し

ています。 

  これらを踏まえ質問いたしますが、国におい

て行革担当大臣が推し進めている、この押印廃

止について、言われているとおり約99％の中央

省庁の行政手続文書の押印が実際に廃止された

場合、本市の行政文書においても、何と何が連

動して廃止できるのかなどの判断をして、今か

ら廃止対象リストの洗い出しを積極的にすべき

と考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  古沢議員から行政手続における押印廃止と書

面主義の見直しということで御質問をいただき

ましたが、押印というのは、その文書が真正に

成立したことを証明して、また推定させるもの

として、厳格な本人確認や意思確認を要する手

続などにおいては、法令等により押印が義務づ

けられているほか、印鑑証明の添付などが求め

られている状況にあろうかと思います。 

  また一方で、既に市民の利便性の向上や行政

手続の簡素化、それから効率化を図るために、

指針などを定めて押印の必要性や実質的意義を

見直しをして押印を廃止をしたり、署名と記名

押印を選択できるようにしたりといった取組を

している自治体もあるわけであります。 

  本市においてはどうかということになりまし

ょうが、現在、本市では押印について具体的な

指針などはまだ定めておりません。定めており

ませんが、総務省では、平成９年に押印見直し

ガイドラインというのを示しております。その

ガイドラインを踏まえて、寒河江市でも窓口に

おける証明書の交付申請など、既に押印を省略

をして廃止しているものもございます。 

  今後、国のそういった方針、古沢議員からも

御披露がありましたが、国の方針なども勘案し

て、早急に各課において、申請手続を行う行政

手続について洗い出しをして、その重要度や本

人確認などの必要性を精査をして、押印の在り

方を見直しつつ、国がこれから示すであろう押

印廃止マニュアルとか指針などを確認しながら、

積極的に押印廃止に向けて進めてまいりたいと

考えております。 
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  それから、現在、県と市町村で利用していま

す電子申請システムからのオンライン手続とい

うものを充実をさせて、マイナンバーカードを

利用したマイナポータルからのオンライン手続、

それから電子メールを利用した行政手続などを

開始をして、それらについて広く市民の皆さん

に周知を図って、書面主義というものを見直し

ていきたいというふうにも考えているところで

あります。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 本市につきましては、まだ決め

ていないということでありますけれども、市長

の答弁では、前向きな答弁をいただきました。

ありがとうございます。 

  既に国の動きに合わせて、その準備を進めて

いるのか、取組状況を具体的に示していただき

たいと思います。具体的にというのは、例えば

国において急ピッチで洗い出しをしているよう

に、本市においても、現状押印を必要とする行

政手続文書が幾つあって、そのうち国と連動せ

ざるを得ない文書が幾つ、市単独で判断できる

ものが幾つなどというように、早急にリスト化

をすべきと考えます。まだ始まっていない事柄

なので明示はできないとあれば、行政手続文書

と、そのうち押印を廃止できる文書について、

分かる範囲で答弁をお願いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほどもお答えしておるわけで

ありますけれども、本市での取組というのは、

これからだというふうに御理解をいただきたい

と思います。 

  ですから、どれくらいの行政手続の文書が押

印廃止できるかといった数量などについては、

これから調査をするということになろうかと思

いますが、現在、押印が必要な行政手続文書と

しては、３つに分類をされるわけであります。 

  １つ目は、国の法令等を根拠に押印を求めて

いる文書、例えば契約書などがございます。 

  それから２つ目は、市の条例や規則を根拠に

押印を求めている文書、例えば入札書などがそ

うであります。 

  ３つ目は、要綱や手続を根拠に押印を求めて

いる文書、例えば補助金関係の文書などがそう

だと思いますが、また、押印を廃止できると考

えられる文書については、今、３つ申しあげま

したが、これ以外の慣習によって押印を求めて

いる文書、例えば委任状などの文書があるわけ

であります。 

  現状では、先ほど来申しあげておりますが、

多くの行政手続文書で押印が必要とされるとい

うことでありますが、これから寒河江市におい

ては、早急に文書の押印に関する調査、洗い出

しを行って、特に寒河江市独自で定めている要

綱や手続を根拠とした文書などについては、関

係法令等を確認をして、問題がなければ積極的

に押印を廃止していきたいと考えているところ

であります。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 まだ、やはり決まっていないこ

となので、はっきり申しあげることはできない

かもしれませんけれども、市長のリーダーシッ

プの下、早急な洗い出しと対応をお願いいたし

ます。 

  通告番号14番のＰＣＲ検査に至る検査体制の

変更についてお伺いしたいと思います。 

  一般質問初日に、沖津議員はじめ大勢の議員

に答弁されておりますので、かぶらないような

質問をさせていただきます。 

  厚労省は、この地域の診療所などＰＣＲ検査

に協力してくれる機関を「診療・検査医療機

関」（仮称）と称していましたが、厚労省の言

う（仮称）の意味は各自治体で名称を決めてよ

いという意味と聞いております。本市において

は、どういう名称にしたのか伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 行政報告などでも申しあげてい
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るわけでありますけれども、11月から発熱者な

どの相談、受診、検査の体制整備については都

道府県が行うということになっております。ま

た、診療や検査が可能な医療機関として指定し

たものの名称についても、各都道府県で設定を

するとなっております。 

  そうしたことから、山形県では、国で示され

たとおりの「診療・検査医療機関」という名称

を用いているところでありますので、御理解を

いただきたいと思います。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 名称につきましては、県が行う

ということでありましたので、了解いたしまし

た。 

  関連して質問させていただきますが、通告文

にはＰＣＲ検査の実態についてと記載されてお

りますが、さきに答弁をいただいておりますの

で、別の視点で答弁をいただきたいと思います。 

  ＰＣＲ検査を引き受けられるクリニックの保

護として、引き受けたときの支援体制はどのよ

うになっているのかお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 「診療・検査医療機関」の指定

を受けた医療機関が、発熱患者などを受け入れ

るための専用の診察室などを設けて、その患者

を受け入れるための医師や看護師などの配置体

制を取った場合に、国のほうから直接ですけれ

ども補助が受けられるというふうになっており

ます。 

  具体的には、それぞれの医療機関で設定した

１日当たりの受入れ基準患者数より、発熱等で

診察、検査等を行った患者数が少なかった場合、

患者数の差に応じて診療、検査の体制確保に要

した費用を補助するというものでございます。 

  さらに、医師や看護師等が診療検査で使用す

るマスクや手袋、個人防護具などについても、

国から配付されるということになっているとこ

ろであります。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 いろいろな体制があるようにお

聞きいたしました。これからは、検査数も多く

なることから、感染者数も増えてくると思いま

す。新型コロナウイルスワクチン接種などの医

療体制の見通しについてお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今、日本も第３波だと、こうい

うふうな状況であります。なかなか先が見えな

い状況にあっているわけでありますけれども、

テレビ、新聞などでは、ワクチンの話題なども、

情報なども出ているわけでありますけれども、

実際、新型コロナウイルス感染症に係るワクチ

ンについては、いつ完成をして接種が開始でき

るかというのは、なかなか判断できない、現時

点では分からない、まだ見通しが立たないとい

うのが正直なところなのではないかと思います。 

  しかしながら、国からは、ワクチンが実用化

された際に速やかに接種を開始できるように、

各自治体おいて接種体制確保として、医療機関

との委託契約や接種費用の支払い方法などの準

備を進めるようにという通知がなされていると

ころであります。 

  そういう通知に基づいて、我々も準備体制を

しいていくということになっているわけであり

ますけれども、ただ、ワクチンの接種体制や接

種者の優先順位などの具体的なことについては、

まだ示されておらないわけでありまして、今後、

国のほうから示されるという予定になっている

ところであります。国から指示あるいは通知が

あった時点で、医師会などとも十分連携をしな

がら、速やかにその体制を整えていきたいと考

えているところであります。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 ワクチンの接種など、やはりど

ういうふうな優先順位なのか早く知りたいとこ

ろでありますので、この辺もよろしくお願いし

たいと思います。 
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  まだまだ増えてきそうな兆しがありますので、

十分な医療体制とプライバシー保護をお願いし

たいと思います。 

  通告番号15番の教育行政についてお伺いいた

します。 

  先日、厚生文教常任委員会では、寒河江市Ｐ

ＴＡ連合会と意見交換させていただき、その後、

学区議員と語る会もさせていただきました。 

  意見交換会の詳細につきましては、コロナ禍

における生徒の実態、また運動不足による体力

の衰えや、過食による体重の増加など、生活の

変化を中心に、また要望も添えて学校教育課に

提出させていただきました。 

  今回の質問は、主にＰＴＡや保護者の中から

強く要望されております、理科室、音楽室、特

別教室にもぜひエアコンを入れてほしいとのこ

とでした。 

  昨年は、各教室にもエアコンが入り、涼しい

環境の中で勉強したため、なおさら暑く感じた

のかもしれません。未来を担う生徒のため、エ

アコン設置を要望したいと思いますが、教育長

の見解をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 古沢議員より市内小中学校の

各教室のエアコン設置の対応ということで御質

問がありましたので、お答えをいたします。 

  普通学級の教室、それから特別支援学級の教

室につきましては、今、議員よりございました

ように、令和元年度までに全ての学校において

エアコンの設置が100％完了しており、現時点

でエアコンの未設置となっているのは音楽室、

理科室などの特別教室になっております。 

  特別教室のエアコン設置につきましては、今

年度から整備を進めておりまして、今年度は小

学校２校と中学校１校で整備を終え、特別教室

へのエアコン設置率は68.8％、それから普通教

室を含めたエアコン設置率は84.7％と、こうい

うふうになっております。 

  市としましては、全ての学校の特別教室への

エアコン設置に向けて、来年度以降も計画的に

整備を進めていきたいと考えております。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 前向きな答弁をいただきまして、

ありがたいと思います。 

  次に、中部小学校に関して、来年度の新入学

生は約110人とお聞きしております。さらに、

再来年はもっと増え、約120人になるとお聞き

しています。 

  学校の方も言っておられましたが、今から手

を打たないと間に合わなくなる可能性もあるし、

再来年はまた教室が足りなくなるおそれがあり

ます。 

  例えば、視聴覚教室を普通の教室に変更した

場合、視聴覚授業はどこで行われるのかなど、

不安が募ります。確実に教室は確保されるのか

お伺いいたします。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 現在、学級数の基準につきま

しては、教育山形「さんさんプラン」の適用に

よって、児童数が67名以上で３学級、100名以

上で４学級と、こういうふうになっております。 

  寒河江中部小学校の現時点での普通学級数で

ありますが、１年生、５年生、６年生の３つの

学年が３学級ずつ、それから他の学年、２年生、

３年生、４年生が４学級ずつと、こういうふう

になっております。 

  今後、１年生に入学する児童数の見込みであ

りますが、来年度、令和３年度以降はずっと４

学級ずつで推移すると、こういうふうな予定で

ございます。 

  こういうことで、現在、３学級となっている

６年生が卒業する来年度、令和３年度には、１

学級増というふうになりますし、今の５年生が

卒業する令和４年度は、さらに１学級増加する

と、こういうことになるわけでございます。つ

まり、令和３年度は１学級分の教室、令和４年
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度はさらに１学級分の教室が不足するというこ

とになります。 

  そのため、来年度、令和３年度は、もともと

普通教室であった教室を、現在学習室として使

っている場所を、再度普通教室に転用すること

で、教室は確保できると考えております。 

  また、令和４年度につきましては、現在、コ

ンピューター室で行っているパソコンを使用し

た学習が、児童１人１台タブレットの導入によ

って、普通教室での学習が可能となってまいり

ますので、コンピューター室を普通学級に転用

することで対応してまいりたいと考えていると

ころでございます。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 確実に教室は確保されるという

ことをお伺いしました。 

  少子化で年々少なくなっている各学校も、中

部小に関してはどんどん増えていくと。少なく

とも問題だし、多くともいろいろな疑問が出て

くると、憎いような感じがいたします。 

  それと、また来年には、生徒にタブレット端

末が支給になる予定です。保護者並びに教職員

の方は、手探り状態で授業を進めなければなり

ません。その一助として、ソフトを使いこなせ

る専門技術者をある一定期間配置をして、教職

員のサポートをしていただきたいと思いますが、

見解をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 本市で整備を進めております

１人１台タブレット端末が、年明けには子供た

ちの手元に届いて、授業や家庭学習などで活用

できる環境が整う予定となっております。 

  これまでも、本市におきましては、様々な機

器のトラブル、ＩＣＴを活用した学習支援に対

応できるように、各学校に３週間に１回程度の

割合でＩＣＴ支援員を派遣する事業を行ってま

いりました。 

  今後、１人１台のタブレットを活用する環境

が、これまで各学校に１学級分程度の台数が整

備されている、これまでのコンピューター環境

とは大きく異なってくるために、コンピュータ

ーが起動しないとか、あるいはクラウドの環境

につながらないなどの機器のトラブルなどによ

り、タブレットが使用できず、学習に支障を来

すということが、これまで以上に起こるという

ことも懸念されるわけでございます。 

  議員御指摘のように、特に機器導入の初期段

階におきましては、機器の操作方法で困ったり、

様々なハード面でのトラブルが起こったりした

際に、迅速に対応して問題を解決してくれる専

門的な知識を持つ技術者による支援が求められ

てくると考えております。 

  このため、児童生徒や教師がタブレット端末

を安心して活用し、学習効果が上がるよう、市

としましても、環境整備していくことが必要で

あると感じております。 

  各学校の要望あるいは今後の活用状況に応じ

た支援が迅速に行えるように、学校を訪問して

の対応とか、リモートによるトラブル解消など、

効果的かつ効率的な支援の在り方について、今

後検討してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 この件に関しては、先生からも

強い要望があって、「そうだな」と、「使いこな

せる専門職がそばにいてくれたら、本当に助か

るんだがな」というふうなお言葉をいただきま

したので、ぜひ願いをかなえてやっていただき

たいと思います。 

  以上で一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

 

安孫子義徳議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号16番、17番について、

４番安孫子義徳議員。 
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○安孫子義徳議員 安孫子義徳です。よろしくお

願いします。 

  令和２年最後の定例議会に当たり、市民の代

表として質問できますことに感謝いたします。 

  市長におかれましては、来る市長選への出馬

を表明されたことに、誠に喜ばしく思うととも

に、寒河江市民の安全・安心な生活、市勢発展

にますます推進していただきますよう御期待い

たします。 

  さて、昨年は日本への台風上陸が５つほどあ

りましたが、今年は１つの上陸もありませんで

した。しかしながら、梅雨前線の停滞により７

月豪雨が発生し、九州中部地区をはじめ、山形

でも羽越豪雨以来50年ぶりの最上川の氾濫によ

る大きな被害が発生してしまいました。 

  今回の記録的な大雨で、山形県では住宅の浸

水、農地の冠水や農業用ハウスの崩壊など、大

きな被害が発生し、今なお復旧できない状態で

す。被災された方々に心よりお見舞いを申しあ

げます。 

  本市においては、早めに避難指示を発令した

おかげで、多くの方が避難所へ避難をしました。

人的被害もなく乗り切ることができたことに感

謝と安堵をしているところです。 

  災害時の対応としてよく言われますのが、空

振りでも構わない、命第一主義で素早い行動が

大事でありますので、今後とも臨機応変な素早

い対応をお願いいたします。 

  台風の進路や局地的な大雨の予測については、

かなりの高い確率で予測可能となってきており

ます。事前の対応もできるようになりましたが、

予想もまだまだ不確実な地震災害について質問

いたします。 

  通告番号16、地震発生切迫度Ｓ31活断層につ

いて。 

  （１）本市の地震発生切迫度Ｓ31に対しての

認識について。 

  今年の１月17日、阪神・淡路大震災から25年

を迎え、ＮＨＫの報道番組で地震に関する特集

が組まれました。また、３月11日には東日本大

震災から９年目ということで、ＹＢＣでも同じ

ような特別番組がありました。 

  この番組の中で、地震発生切迫度Ｓ31という、

私には耳慣れない用語が使われていました。こ

の地震発生切迫度Ｓ31に対する本市の認識度に

ついて伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 安孫子議員から地震についての

御質問をいただきましたが、活断層を起因とす

る地震発生に関しましては、国の地震調査研究

推進本部というところが、毎年、長期評価によ

る地震発生の確率の更新を行っております。平

成28年８月から、この地震発生確率を基に地震

発生の可能性を４つのランクに区分をしている

ものであります。 

  今年１月に公表された長期評価の更新では、

地震発生確率が３％以上の最も高いランクであ

るＳランクの活断層が全国に31か所存在すると。

３％以上のところが31存在するということであ

ります。 

  安孫子議員の御質問にありました、地震発生

切迫度Ｓ31という表現でありますけれども、こ

れは県あるいは地震調査研究推進本部に確認を

させていただきましたが、このような表現は用

いていないということであります。恐らく報道

機関において、Ｓランクの活断層が全国に31か

所存在するということを、地震発生切迫度Ｓ31

と表現したものではないかと推測をしておりま

す。 

  寒河江市内を縦断する山形盆地断層帯北部が

このＳランクに該当しているわけでありますの

で、全国の活断層の中では高いグループに属し

ているということについては、十分認識をして

いるところであります。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 私は、その報道番組を見て切
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迫度という言葉が耳に入ってきたわけです。今、

答弁の中には、国やそういう機関では表現して

いないということですけれども、公の報道にて

切迫度という言葉が皆さんの耳にも入っている

方がいらっしゃると思います。切迫度という重

い言葉は、今から認識していかなければならな

いのかなと思っております。 

  ちょっと見づらいですが、その切迫度Ｓ31、

日本列島、これが31か所あるという〔タブレッ

ト端末画面を示す〕、東北には山形以外ないん

ですね。北海道に２か所ということで、やはり

山形は今から気をつけていかなければいけない

のかなと思っております。 

  この地震発生切迫度Ｓ31というのは、25年前

の阪神・淡路大震災を教訓に、全国の114の活

断層について重点的に調査を進め、今後30年の

地震の発生率などのリスクを再評価した結果、

現在地震が起きる切迫度が阪神・淡路大震災と

同じか、それを上回る断層が全国で31か所ある

ことを確認され、改めて活断層地震への備えが

必要だということです。 

  地震発生の切迫度は４つのランクに分かれ、

すぐに起こることは否定できない、確率は不明

の活断層がＸランク、0.1％未満はＺランク、

0.1％から３％未満はＡランク、３％以上がＳ

ランクとして、阪神・淡路大震災が起きる直前

の発生率は0.02から８％で現在のＳランクに当

てはまるということです。簡単に言うと、0.02

から８％という相当低い確率のように皆さんも

イメージしてしまいがちですが、いつ起きても

おかしくない確率なのだということを、危機感

を表している表現なのです。 

  この切迫度Ｓ31の中に、先ほど申しましたよ

うに山形県の活断層が３か所あり、１つは庄内

平野東縁断層帯南部、新庄盆地断層帯東部、そ

して山形盆地断層帯北部で、山形盆地断層帯北

部は、大石田から日和田に至る断層帯で、30年

以内に0.003％から８％と山形の断層では最も

高い確率であるとされています。 

  山形盆地断層帯は、南部はＡランクに位置づ

けられていますが、北部の断層が動いた場合に

は何らかの影響があるかもしれないとされてい

ます。 

  山形県にＳランクの断層帯が３か所もあると

いうことに驚きました。この地震発生切迫度Ｓ

31について、市民への周知についてどのように

考えるかお尋ねします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この活断層については、県にお

きまして、平成９年から５年間、山形大学の先

生や専門家から成る山形県活断層調査委員会と

いうものを設置をして、活断層の位置や長さ、

活動時期、活動間隔について調査を実施してお

ります。阪神・淡路大震災が平成７年でありま

したから、その後ということになるわけであり

ます。その調査結果を、先ほど申しました地震

調査研究推進本部において評価をして、平成14

年度に公表されたというところであります。 

  本市における山形盆地断層帯の30年以内の地

震発生確率が０％から７％と評価をされ、その

内容については、市のホームページでもお知ら

せをしているところであります。 

  その後、平成19年に長期評価の改訂が行われ

て、そのときに、山形盆地断層帯北部と南部に

分割されたというところでございます。 

  地震の発生確率について、いろいろパーセン

テージがあるわけでありますけれども、低いか

らといって地震が起こらない、また確率が高い

から先に起こるという考えは誤りだと言われて

おります。地震発生確率の高い低いにかかわら

ず、活断層の存在を踏まえた防災対応が必要で

あります。 

  そういったことで、活断層についてより精度

の高い位置を把握するため、平成28年度に、山

形大学の先生、八木先生などから御協力をいた

だいて、市内の活断層の現地調査を実施をして、
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その結果を防災マップのほうに、あるいは市の

ホームページに掲載をさせていただいて市民の

皆さんに周知をしているという状況であります。 

  また、現在も防災対策専門員による出前講座

などにおいて、防災マップを活用して、活断層

を起因とする地震発生の可能性、危険性などに

ついて、市民の皆さんに説明を行っている状況

であります。 

  今後においても、さらに市の防災訓練、ある

いは自主防災組織の訓練などにおいて、大規模

災害発生についての意識啓発を行ってまいりた

いと考えております。防災対策の知識普及、そ

して自助・共助・公助のネットワークの構築な

どに一層取り組んで、備えを万全に進めてまい

りたいと考えているところであります。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 今、ホームページや防災マニ

ュアルのほうに記載され、周知しているという

ことであります。 

  私は、私の感覚で言わせていただきますけれ

ども、本市の活断層については、高瀬山から越

井坂、西根を通って三泉へ行っているものと、

日和田、箕輪の山際を通っているものと、大き

く２本が先ほど言った防災マップに描かれてい

ますが、現場で目視確認できる場所として、高

瀬山南側の最上川に瀬があります。小さな滝の

ように流れている場所があります。これもちょ

っと写真で……〔写真を表示したタブレット端

末画面を示す〕。 

  分からない方もいらっしゃると思いますので、

これが、ちょうどこちら側が市民浴場に当たり

ます。市民浴場側から最上川のここ、瀬のよう

になっているということです。 

  今回、真上にあるということで、市民浴場が

移設という形になっております。これは、なか

なかちょっと認識していない方もいらっしゃる

のかなと思っております。 

  そこが断層の跡であると、当時はかなり段差

があったと思われますが、長い年月の間に浸食

され、現在、その傷痕となって残っているもの

です。その瀬が断層地震によって造られたもの

と教えていただいたのは、中学校の担任の先生

ですが、その頃は何の興味もなく、気にもとめ

ていませんでした。 

  しかし、今、切迫度という重い言葉に、最上

川の美しい瀬を思い出し、これがいつ動くか分

からない断層の痕跡であることを市民の方にも

広く認識してもらいながら、いつ起こるか分か

らない大きな地震に備えてもらいたいと思って

いるところです。 

  次に（２）大規模災害による災害対策本部へ

の人員確保について。 

  突発的に起こる地震災害は、台風や豪雨と違

い予測もできず、甚大な被害が予想されます。

山形盆地断層帯に起因する地震の想定マグニチ

ュードはマグニチュード7.8、最大震度は６強

から７と経験したことのない揺れが予想されて

おり、山形県内の建物、全壊３万4,397棟、半

壊５万4,397棟等の被害が想定されています。 

  その発生は、先ほど申しあげたとおり、いつ

発生してもおかしくない。つまり、今発生する

かもしれないという危機意識を共有していかな

ければならないと考えております。 

  仮に今、発災してしまった場合、市長をはじ

め特別職、管理職の皆さん、そして我々議員全

員も何らかの被害を受け、市役所の機能喪失で

初動や災害対策本部にも支障が出る可能性があ

ります。 

  昨年の台風被害に遭った茨城県鹿嶋市では、

避難所の開設や高齢者の避難誘導など、災害対

応に当たるのは、あらかじめ定める防災職員な

どと記されており、非正規職員、会計年度任用

職員による対応は想定されていなかったため、

その割合が５割まで増えた鹿嶋市では、正規職

員だけでは災害対応に限界が生じたとの報告が

あります。 
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  また、宮城県丸森町においても、職員の住宅

被害等により、予定していた人員確保ができな

かった上、会計年度職員による災害対策本部へ

の対応ができなかったため、防災計画の見直し

がなされたということです。 

  本市の防災マニュアルによると、災害が発生

し、または発生するおそれがある場合には、災

害の規模に応じて必要な職員を配備、動員する

とあります。突然の地震発生の次の瞬間からそ

の対応が始まるわけですが、高齢者、女性、子

供などの要援護者に配慮し、避難所運営や福祉

避難所運営、救援物資の集配等の被災者支援対

策など、並べ切れないほどの対応について、そ

の人員確保は現状の防災マニュアルに記載され

ているものでよいのか、お尋ねします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 災害対策本部の人員体制につい

て御質問がありましたが、この件については、

さきの佐藤議員の御質問でも触れましたけれど

も、市の地域防災計画において、災害時におけ

る職員の人員配置により、災害対策本部を設置

をして、業務ごとに部や班を編成して災害対応

に従事するというふうに計画でなっております。 

この７月の豪雨災害についても、この計画に基

づき対応しているところであります。 

  災害時に多くの人員を要するのは、避難所の

運営とか避難誘導というのが多くの人員を要す

るわけでありますけれども、確かに初動段階に

おきましては、市の職員でありますとか、消防

団の方からも御協力いただくわけでありますけ

れども、そういった市の職員や消防団による運

営ということになろうかと思います。 

  思いますが、町会あるいは自主防災組織など

で組織をする避難所運営委員会というものを立

ち上げていただければ、避難所運営をそういっ

た委員会に引き継いでいくということになるわ

けでありますので、職員については、引き継い

でいくことによって、職員のほうは被災者の対

応でありますとか、その他の災害対応に当たる

ことが可能となろうかと思います｡ 

  佐藤議員の御質問にもお答えしましたが、職

員の動員配置計画による人員体制により、対応

はできるのではないかと思っているわけであり

ますけれども、今回、いろいろアンケート調査

をしたり、この間の災害の対応について検証し

ているところでありますから、その検証の結果

などを踏まえて、必要に応じて、職員の動員配

置計画の見直しなどについても検討していく必

要があろうかと思っています。 

  また、大規模な災害ということになれば、他

の地方公共団体との広域的な相互応援体制とい

うもの、あるいは民間事業者との協力協定の締

結などをしているわけでありますので、そうい

ったところの応援、どのくらいということは実

際なってみないと分からないわけでありますけ

れども、そういったところなども少し念頭に置

きながら体制を組むということになろうかと、

今、考えているところであります。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 今、検証を検討しているとい

うことで、どういうふうな災害に対することが

できるのか、まず検証を見て、今起き得る災害

に対応していただきたいと思います。 

  内閣府の防災白書によりますと、東日本大震

災のような大規模災害が起きた場合、公助の限

界があるとして、自助・共助によるソフトパワ

ーを効果的に活用することが不可欠となるとさ

れています。しかし、やはり頼るところは行政

であります。避難所運営や救護物資配布の問題、

罹災証明書発行など、住民の生活再建が遅れな

いような、災害がない今だからこそ、被災地の

教訓を参考にすべきだと思います。 

  続いて（３）防災学習を備える防災センター

設置について。 

  昨年、防災に関する施設２か所を行政視察さ

せていただきました。感謝申しあげます。 
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  １つ目が、下関消防防災学習館「火消鯨」、

もう一つは千歳市防災学習交流センター「そな

えーる」です。この２か所は、立地環境の違い

から、対象とする自然災害について大きく違っ

ていました。 

  下関は西日本にあり、これまでも台風による

豪雨、高潮、高波、塩害があり、また地震によ

る津波への懸念などがあるため、その対応を中

心にした学習館でした。 

  一方、千歳市の「そなえーる」は、本市と同

様内陸にあり、津波などの被害は対象外で、比

較的自然災害がないところの総合的な学習がで

きる施設でした。 

  災害を学ぶ、体験する、備えるをキーワード

に、いろいろな災害の疑似体験をしながら、防

災に関する知識や災害が発生したときの行動を

学ぶことができ、また、防災講座や救急講習、

自主防災組織の訓練などの防災組織の拠点とし

て活用されています。 

  防災学習施設としては一般的であると思いま

すが、防災学習施設としては珍しく、キャンプ

場が併設されており、説明を受けるまでは、な

ぜキャンプ場と思っていたのですが、防災学習

の一環として、災害時を想定した野営生活や訓

練ができるサバイバル施設であったことに感動

しました。 

  皆様も記憶していると思いますが、阪神・淡

路大震災、東日本大震災の折、家屋を喪失した

市民が一時避難場所として公園や公民館の広場

で暖を取りながら救助を待っていた姿を思い出

します。 

  大規模災害の場合、公助である救助が来るま

では、自分たちで生き抜く自助・共助のための

訓練も大変重要だと感じてきました。 

  いつ起きるか分からない地震災害をはじめ、

日本国内では毎年のように発生している豪雨災

害について、住民の意識を高め、知識や技術を

養うため、学習機能と防災対策本部設置などの

発災時の防災拠点として市民の安全・安心を守

る機能を備えた防災センターの設置について、

どうお考えかお尋ねします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今年は７月の豪雨がありました。

台風は、先ほど御質問にもありましたが、あり

ませんでしたが、それから地震などは全国的に

見ても頻発をしているというわけでありまして、

そういった中で、常時、市民の皆さんに対して

災害に対する学習体験などを提供する、そして

防災対策の必要性、重要性を知っていただいて、

防災意識の向上に努めていくということは、防

災・減災の取組を進めていく上で行政としても

大変重要なことだと思っています。そういう意

味で、この防災センターが役割があるんだなと

思います。 

  さらに、こうした防災センターに避難所であ

りますとか、防災倉庫などの機能を併せ持つと

いうことになれば、地域の防災力の強化にも大

いにつながってくると思います。 

  寒河江市といたしましては、こうした防災学

習センターの果たす役割というものを十分認識

をしているところであります。県内でも、今、

５か所ほど設置をされているところであります。

１つは、山形県の施設ですと、三川町のほうに

山形県防災学習館というのがあります。それか

ら、山形市で市民防災センター、それから真室

川町に真室川防災センター、それから長井のほ

うに、これは西置賜行政組合のほうで設置をし

たんだと思いますが、西置賜防災センター、そ

れから南陽市に南陽市防災センターということ

で、５か所ほど設置をされておりますので、

我々のほうとしても、その５か所での実際の運

営、設置の経緯なども含めて調査をさせていた

だいて、その効果、役割などを十分研究をして、

設置の必要性などについて検討していきたいと

考えているところであります。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 
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○安孫子義徳議員 検討した結果を心よりお待ち

しておりますけれども、個人的に、私も申しあ

げますけれども、この防災センター設置につい

ては、大変大事なことだと思っていますけれど

も、やはり市単独というとなかなか難しいのか

なと、私、この行政視察の折の報告書にも、な

かなか市単独では難しいのではないかというふ

うに報告書で書いております。これは１市４町

による村山地区の広域で考えていっていただけ

ればなと思います。 

  そして、今般、我々議員も、議員による災害

対応マニュアル作成を着手することとなりまし

た。後藤議員をリーダーに、私を含め６名のチ

ームによる市議会ＢＣＰ、Ｂｕｓｉｎｅｓｓ 

Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎ、素案作成プ

ロジェクトチームを立ち上げ、災害などの危機

事象が発生した場合の議会としての体制、対応

を定め、災害発生時に議会が担う役割を明確に

し、市と協力、連携していければと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

  続いて通告番号17、新型コロナウイルスにお

ける緊急経済対策について。 

  （１）新型コロナウイルス感染症に係る今後

の緊急経済対策に関する考え方について。 

  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、影

響を受ける市内の商工業者に対しては、これま

で市当局では、寒河江市商工会を中心として緊

急経済対策事業実行委員会を通じ、げんき応援

券、緊急経営継続支援金、新生活様式対応支援

事業補助金など、矢継ぎ早に緊急経済対策事業

を講じていただき、感謝を申しあげます。また、

間もなくプレミアム付き商品券が発行されると

聞いております。 

  本県の感染者については断続的に発生してい

るものの、幸いにも大規模な感染拡大には至っ

ておりません。しかしながら、寒い時期になり、

東京、大阪、北海道を中心に第３波の襲来が懸

念され、昨日はついに全国で2,000人を超える

感染者が確認されています。 

  ヨーロッパでは、既にフランスをはじめロッ

クダウンに踏み切っている状況です。アメリカ

のファイザー社やモデルナ社のワクチンの成功

が伝えられていますが、保存や輸送面の課題、

そして日本の医師からは、慌てず安全性や有効

性を確認してから認可されるべきとして、認可

されれば、まず医療従事者からで、一般の人が

打てるのはまだまだ先であろうと見解が示され

ています。ノーベル生理学・医学賞を受賞した

京都大学の山中教授も、ワクチン治療薬は１年

ではできないのではないか、最低あと１年は覚

悟していかなければいけないと述べられており

ます。 

  新型コロナウイルス感染症の根本的な対応に

は、まだしばらく年月を要すると思われます。

市民の健康と安全を最優先と位置づけ、ウイル

スとの共生を覚悟したウィズコロナを前提とし

て、市内の商工業者の事業継続と雇用確保の支

援に全力で取り組まなければならないと考えて

おります。 

  ワクチンの開発等により、本感染症を完全に

制御できるまでの間、感染拡大防止と両立の経

済活動への支援も市当局に課せられた責務であ

り、本市の市民生活を支える基盤になると信じ

ております。 

  つきましては、今後１年以上を見据えた緊急

対策に関する考え方についてお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今後の緊急経済対策に対する考

え方ということで御質問をいただきましたが、

私から改めて申しあげるまでもなく、この新型

コロナウイルス感染症、地域、業種を問わず、

それから世界規模で経済活動に影響を及ぼして

いるわけであります。 

  今定例会冒頭の市政の概況報告で申しあげま

したが、10月22日に発表された日本銀行山形事

務所の山形県金融経済概況では、山形県の景気
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は厳しい状態にあるが、持ち直しの動きが見ら

れるというふうになっているということを報告

申しあげましたが、私からすれば、厳しい状態

に変わりはないということであろうと思います

し、今後が見通せないという状況なのではない

かと思っているところであります。 

  寒河江市のほうでは、12月１日から「さがえ

さくらんぼプレミアム商品券」というものを発

売する予定にしております。来年の３月20日ま

で使用期間ということでありますが、これは、

年末年始などに合わせて、市民の消費活動の活

性化を図っていくということで考えているわけ

であります。 

  今後１年間の経済活動に対する考え方という

御質問でありますが、何度も申しあげておりま

すけれども、コロナの収束が見えない状況であ

りますから、まずは市民の感染防止に万全を期

しながらも、経済活動を回復させていくという、

その両立を進めていかなければなりません。そ

ういったことからすれば、今後においても経済

支援というものは必要に応じて取っていかなけ

ればならないと考えているところであります。 

  今後、どういう感染拡大の状況になるか分か

りませんが、その状況に応じて、例えば支援対

象業種の選定などについて、いろいろ検討して

いかなければなりません。そういったことから

すると、必要とされる経済対策の内容も異なっ

てくるわけでありますので、今後も商工会ある

いは各種業界団体の皆さんからお話を十分お聞

きをしながら、状況分析をして、要望などの把

握に努めて、必要な経済対策を実施してまいり

たいと思っております。 

  経済対策を実施するには、財源も必要だとい

うことになろうかと思いますが、この辺につい

ても、県や国のほうにさらに要望していくとい

うことが必要だと思います。また一方で、これ

まで実施した事業などを検証し、どのような対

策が効果があるかということについても、およ

そ見通しが見えてきた部分がありますので、そ

ういったことを踏まえて、より効果的で効率的

な対策を実施してまいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 ありがとうございます。我々

議員も緊急経済対策については協力を惜しみま

せんので、必要なときに必要な緊急経済対策を

講じていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

  続いて（２）寒河江市中小企業及び小規模企

業振興基本条例と寒河江市商工会について。 

  今年、寒河江市商工会は60周年を迎え、９月

に60周年記念式典、10月には商工産業フェステ

ィバルを、それぞれコロナ対策を講じながら実

施していただきました。 

  私の事業主は、商工会設立当初より商工会の

会員として、また私自身は20代の頃より商工会

青年部で活動してきたこともあり、60周年の節

目に当たり、感慨深いものがあります。 

  本市議会16名のうち、商工会会員である議員

は、私を含め６名いらっしゃいます。私は商工

会会員である議員の立場として質問いたします。 

  本年４月に施行された寒河江市中小企業及び

小規模企業振興基本条例（以下、中小企業振興

基本条例）は、中小企業及び小規模企業の振興

について、その基本理念を定め、市中小企業等

商工会金融機関及び市民の役割を明らかにする

とともに、中小企業等の振興に関する施策を総

合的に推進し、もって地域経済の発展及び市民

生活の向上に寄与することを目的として制定さ

れました。 

  その中で、寒河江市商工会の役割としては、

中小企業等の経営の向上及び改善を積極的に支

援するように努めるとともに、市が実施する中

小企業等の振興に関する施策に協力するように

努めるものとすると規定されております。 

  先ほど述べました新型コロナウイルス感染症

に係る国・県、そして本市の各種支援施策や経
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済対策につきましては、その最前線に立ち、市

内商工業者に対して会員、非会員区別なく、最

も近く、最も頼りになる支援組織として、現在

も奮闘されております。 

  さて、商工会は商工会法に基づく特別認可法

人で、地区内における商工業の総合的な改善発

展を図り、併せて社会一般の福祉の増進に資す

ることを目的として設立されております。 

  また、商工会は、地区内の商工業者に対する

指導をはじめ、商工業に関する情報または資料

を収集、提供、商工業に関する調査研究、商工

業に関する講習会または講演会開催、展示会等

の開催、商工業に関する施設を設置、維持、運

用、商工会としての意見を公表し、これを国会、

行政庁等に具申または建議、行政庁等の諮問へ

の答申、社会一般の福祉の増進に資する事業な

ど、文字どおり極めて幅広い事業を実施してお

り、地区内唯一の地域総合経済団体として活動

しています。 

  なお、商工会は、地区内において原則として

引き続き６か月以上営業所、事務所、工場、ま

たは事業場を有する商工業者を対象とする会員

制の組織となっております。 

  少子高齢化の影響は地区内の商工業者におい

ても同様であり、寒河江市商工会の会員数も減

少傾向にあります。 

  今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響

で、当初景気も低迷していましたが、国・県、

そして本市による各種支援策の経済効果もあり、

一時的な回復状況にあります。 

  全国ニュースでも報道されていますが、チェ

ーン店の店舗閉鎖や職員の解雇など、都市の影

響が徐々に地方に及んでくるものと懸念され、

今後、商工会の会員数の減少対策は、本腰を入

れていかなければならない最も重要な課題と思

っています。 

  私も商工会の一人ですが、中小企業基本条例

が制定され、寒河江市の商工会の位置づけや役

割が明確化され、商工会としても、寒河江市の

商工業の発展のため、市と一体となった施策の

推進を積極的に進めていかれると思いますが、

その組織が会員により支えられていることが、

寒河江市商工会に所属する会員の一人として率

直な感想を述べれば、今回の緊急経済対策の趣

旨は理解しつつも、会員制を採用する商工会が、

非会員の商工業を支援するのは違和感がありま

す。これは平均的な会員企業の素朴な疑問だと

思います。 

  市内の商工業者に対し、広く平等な支援を行

うためには、市内の商工業者の友好発展を推進

するために、市商工会への加入促進を市の施策

に盛り込み、寒河江市商工会の組織評価を図っ

てはいかがですか。どのようにお考えか伺いま

す。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま安孫子議員から、寒河

江市商工会について、その設立の経緯なども含

めて御説明がありましたから、私から改めて申

しあげるまでもないかと思いますが、地域総合

経済団体ということで、昭和35年に設立されて

以来、今年で60年ということで、60年にわたっ

て寒河江市の商工業、それから観光の振興に大

変な御尽力をいただいているわけであります。

そういった意味では、寒河江市経済の発展には

欠かすことのできない市内唯一の経済団体であ

るという認識を持っています。 

  市中小企業及び小規模企業振興基本条例にお

いて、商工会の役割というものを、先ほど御披

露ありましたが、規定をさせていただいたわけ

でありますけれども、市が実施する様々な中小

企業の振興に関する施策への協力も大変お願い

をしているというのが現実であります。 

  特に今般については、げんき応援券など新型

コロナウイルス感染症の経済対策については、

商工会と一体となって事業に取り組んできたと

いうことであります。そういったことで御協力
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をいただいて迅速かつ効果的に実施をできたの

ではないかと思って感謝申しあげております。 

  そういう意味で、市としても、今後も本市経

済の発展を図っていくためには、商工会の組織

強化というのは大変重要なテーマであると認識

をしているところであります。 

  先ほどの御質問の中にもありましたが、新型

コロナウイルス関連の補助事業の対象者の要件

で、今年１月以降に創業した事業者の方には、

商工会会員であることを規定をして、商工会へ

の加入によって経営指導を受けることで、経営

基盤の強化につながって、また会員同士の人脈

づくりにつながることを期待しているというふ

うになっております。 

  商工会の組織率のお話がありましたが、いわ

ゆる市内の中小企業社数に占める商工会会員の

割合というのは、現在約61％でございます。今

年、経済支援策、経済対策の影響もあって、新

たな会員企業が増えたというお話も聞いている

ところでありますが、今後も寒河江市と商工会、

双方でいろいろ知恵を出し合いながら、商工会

組織率の向上と支援策を検討して、中小企業の

振興、そして本市経済の発展に努めていくとい

うことが大変重要なときではないかと思います。 

  こういう大変コロナの関係で商工関係の事業

者の皆さん苦しんでいる、極めて厳しい状況で

ありますから、市と商工会、十分連携を図りな

がら対策を講じていくために、商工会において

も、会員の増強などにもいろいろ行政も知恵を

出し合いながら進めていく、そういう時期なの

ではないかと思っておりますので、これからも、

今までもそういった連携を深めてきたわけであ

りますけれども、さらに連携を密にしながら対

策を講じていきたいと考えております。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 行政と商工会が同じ方向を向

いていただいて、寒河江市商工業の発展のため

に、ぜひ商工会組織向上を支援する具体的な方

策をお示しいただきますようお願いいたしまし

て、私の一般質問を終わります。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午前11時といたします。 

 休 憩 午前１０時４６分  

 再 開 午前１１時００分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 

後藤健一郎議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号18番、19番について、

６番後藤健一郎議員。 

○後藤健一郎議員 後藤健一郎です。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  通告番号18番、不安を払拭する新型コロナ対

策について伺います。 

  私は、前回の定例会において、風邪や季節性

インフルエンザが流行する前に、新型コロナウ

イルス感染症、以下、新型コロナと略しますけ

れども、新型コロナとこれまでの感染症との対

応整理などについて一般質問をさせていただき

ました。 

  衛生面での対策は大分分かってきましたので、

そちらはだんだんとなされてきているように思

います。しかしながら、安全と安心は別物です

ので、今回、私は不安を払拭できるよう検査体

制及び心の対策について質問させていただきた

いと思っておりましたが、１日目の沖津議員や

佐藤議員の一般質問への答弁、そして今定例会

に検査体制整備のための寒河江市立病院の補正

予算も上程されており、加えて県の方針も一般

質問通告直前で大分変わりましたので、重複や

既決部分に関しては省略し質問させていただき

ます。 

  その新型コロナの検査や相談についてですが、

山形県でも、これまでの保健所集約型から、身

近なかかりつけ医で検査などを行う分散型へと
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転換しております。この取組は、県及び医師会

さんが主体となりますので、市としての答弁が

難しい部分もあると思いますが、市民生活に直

結いたしますのでお尋ねいたします。 

  昨年ピーク時の１日当たりのインフルエンザ

検査需要数などから想定し、この体制で滞りな

く検査を行っていけるのか。また、大規模な施

設や経験のないかかりつけ医が検査体制を整え

られるのかなど、現時点では不安な部分もある

かと思いますが、取組に関して、費用面などの

国の補助については、先ほどの古沢議員への答

弁で伺いましたので、市としてどのように協力

していくのかを伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 後藤議員から新型コロナ対策に

ついて御質問いただきましたが、繰り返しにな

りますが、検査体制については、さきの行政報

告や議員の御質問にお答えしたとおりでありま

すし、市の協力などについても、久保田病院事

業管理者から市立病院の取組状況などについて

詳しくお答えしているとおりでございます。 

  今ありました、県内の診療・検査医療機関の

指定数ということで、県全体としては、目標は

300か所ということで聞いておりますけれども、

全体は分かりませんが、西村山管内においては、

徐々に指定を受ける医療機関が増えていると聞

いているところであります。 

  季節性インフルエンザと新型コロナの同時流

行に備えた検査体制、徐々に整備されつつある

と考えているところであります。 

  この診療・検査医療機関として指定を受けら

れた医療機関、先ほどありましたけれども、国

の施設整備等の助成制度を活用するということ

でありますが、活用して、発熱患者などの受診、

検査などを受け入れることが可能であると自ら

御判断をされて協力を申し出た医療機関である

と認識をしているところであります。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございます。 

  まず、市立病院での受入れというのが、市と

しては一番大きいところだと思います。あとは、

先ほどお話がありましたが、ほかにもかかりつ

け医の、いわゆるお医者さんが徐々に増えてき

ているということで、なかなかやはり、お医者

さんたちのほうも「大丈夫だろうか」と、ちょ

っと不安に思っているところもあると思います

ので、それを後押しできるような形で、しっか

りと市のほうでも協力をしていただければと思

います。 

  特に、今までだと全て怪しいというか、要は、

発熱したら全てコールセンターに電話すると。

そこから指示をいただいて動くというようなも

のがずっとありましたので、多分、なかなかそ

こが切り替わったということが分かってない方

もいらっしゃると思います。 

  流れが分からないと、やはり漠然とした不安

な気持ちになって、その不安が膨らむ可能性も

ありますので、発熱とか諸症状があった場合に

はどうしたらいいかということを、市民の皆さ

んに十分理解できるように広くお伝えしていた

だくと、市民の方も「じゃあ、このときはこう

すればいい。ここに電話すればいい」、もしく

は、「私、かかりつけ医がいるので、じゃあそ

こに電話していいんだね」というふうに、分か

るようにしっかりと、まずは市のほうでも発信

という部分でも御協力できるのではないかと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  罹患が疑われる場合の検査体制については、

今、お伺いしましたが、皆さん新型コロナとい

う病気よりも人のほうが怖いと口をそろえてお

っしゃっております。罹患して健康を害する影

響よりも、罹患または陽性判明することによる

差別や偏見による影響が大きいというのは、罹

患者数が少ない地方の現状であることは皆さん

御存じかと思います。 

  10月19日に文部科学省では「新型コロナウイ
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ルス“差別・偏見をなくそう”プロジェクト」

を発足し、感染症に対する不安から陥りやすい

差別や偏見などについて考えるきっかけとなる

ような啓発動画や関連資料などを作成し、公開

しております。 

  さきの一般質問にもありましたけれども、今、

一番大事だと思う新型コロナ対策は、この心の

対策だと私も思っております。先日、私たち厚

生文教常任委員会と市ＰＴＡ連合会さんとの懇

談会の場でも、そして陵南中学区議員と語る会

でも、その話は出ました。 

  市内に罹患者、陽性判明者が出ても、学校が

休校になったとしても、詮索や差別をしない社

会づくりは、政策ですぐに実現するのは難しい

かもしれませんが、罹患者、陽性判明者への差

別や偏見を防ぐ取組をしっかりと市民全体のも

のとして普及させていくことが、市民生活の安

心・安全を守るために必要不可欠なものだと思

います。 

  新潟県見附市では、「安心して感染したい」

というタイトルで、「仮に見附市で最初の感染

者になっても、市民が口をそろえて「一日も早

く完治するといいね」と心強い励ましを送り、

安心して治療に専念できる見附市であってほし

い」と市役所公式フェイスブックページに漫画

を７月に掲載し、ネットニュースなどでも話題

になりました。 

  現在、当市では差別に対する相談窓口を設け

ていると、さきの答弁で伺っておりますが、市

民一人一人に何度も語りかけ、浸透していかな

ければならないと思いますので、例えば市長メ

ッセージあるいは宣言という形で発信してはい

かがでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 新型コロナウイルスに感染され

た方あるいは関係者に対する差別、偏見などに

関しては、先般の沖津議員への答弁の中で、偏

見、差別等に関する相談窓口の周知のためのチ

ラシを作成し、全戸配布するということを考え

ているということを申しあげましたが、そのチ

ラシの中には、いじめ、偏見、差別、誹謗中傷

などをなくすための人権に配慮した行動を取っ

ていただく内容を含めることとしております。 

  寒河江市として、このことについて、チラシ

のみならずホームページ、さらには他の媒体な

どでも情報発信をして、広く市民に御理解をい

ただけるように努力したいと考えております。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございます。まさ

にそうやっていただければいいなと思います。 

  その沖津議員への答弁の中で、ＳＮＳでの拡

散などには広域で対応していく必要があるとい

うことでしたが、私は、こういったＳＮＳ、ネ

ット対策こそが迅速に、そして今、非常に大事

なことだと思っております。 

  例えば、ＬＩＮＥでは、誹謗中傷に当たると

判断した情報投稿者のアカウント停止などの措

置を実施しており、グループ内のクローズドな

投稿についても、通報を受けて同様の措置を実

施中とのことです。 

  また、ＳＮＳとはちょっと違いますけれども、

ネット上の誹謗中傷を被害者に代わって国内外

のプロバイダーに削除依頼の申請をしてくれる

誹謗中傷ホットラインというものもあります。 

  先ほど、市の相談窓口を知ってもらうために

全戸配布をして周知したいということでしたが、

メッセージのほかにもこういった手段、方法も

あるということを、ぜひ御記載のほうを検討し

ていただければと思います。 

  また、特に影響が大きいのは、やはり学校だ

と思います。先ほど申しあげました文科省の啓

発動画を児童生徒の皆さんで見ていただいて、

寒河江市内の学校でも差別や偏見をなくす取組

をさらに進めていただければと思います。 

  それとは別に、山形県内でも、今月、小学生

の感染が報じられましたので、今後、児童生徒
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や教職員の感染または陽性判明し、市全体では

なく市内で１校のみ臨時休校となるという場合

も想定されます。 

  そうなった場合に、非常にデリケートなこと

ですので、その学校が保護者や児童生徒へどの

ように話し、対処していくのか、事前に行動指

針、対処法をつくっておく必要があると思いま

すが、教育長の見解を伺います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 後藤議員から御紹介がありま

した「新型コロナウイルス“差別・偏見をなく

そう”プロジェクト」につきましては、本市で

も既に10月26日付で各学校に紹介をしていると

ころでございます。各学校では、このプロジェ

クトの基になっているのが日本赤十字社の資料

「新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！～

負のスパイラルを断ち切るために～」と、こう

いった資料であります。こういった資料の活用

についても、指導をしているところでございま

す。 

  しかし、差別・偏見をなくすための取組につ

きましては、やはり啓蒙活動ということを繰り

返し行っていくことが重要であると考えており

ますので、本プロジェクトの資料も活用し、繰

り返し指導を行っていくよう、各学校にも指導

してまいりたいと考えております。 

  また、学校関係者に陽性者が出た場合の事前

の行動指針、対処ということでございますが、

現在のところ、次のようなことが必要であると

考えているところであります。 

  １つは、学校関係者に感染者が確認された場

合の自宅待機並びに濃厚接触者が保健所より特

定されるまでの学校閉鎖あるいは臨時休業に関

わる初動対応の基本方針や、フローチャートの

作成というものが必要であると考えております。 

  ２つには、学校閉鎖や臨時休業になった場合

の家庭内感染への注意喚起も含めた保護者の皆

様へ発出する文書のひな形の準備であります。 

  ３つ目には、感染者が発生した場合、保健所

の指示に基づいて校内消毒が行われるわけであ

りますが、その消毒に必要な物品の準備も必要

であると考えております。 

  ４つには、学校閉鎖、臨時休業になった場合

の児童生徒への学習保障の検討並びに学習課題

の準備であります。 

  ５つ目でありますが、誹謗中傷の電話あるい

は感染者の情報開示ということが求められた場

合でありますが、罹患者の人権擁護ということ

を第一義として、開示範囲を明確にしながらの

個人情報に配慮した教職員の対応に係るマニュ

アルの準備などが必要であると考えております。 

  これらにつきましては、学校関係者に感染者

が発生した自治体の情報を収集しながら、早急

に検討してまいりたいと考えております。 

  また、不安に駆られることが十分に想定され

る児童生徒や保護者に対する心理的な支援につ

きましては、学校だけで対応できるものではあ

りませんので、地域を巻き込んだ取組にしてい

く必要があるというふうに考えております。 

  市で作成し、全ての小中学校の御家庭に配布

させていただいております新型コロナウイルス

予防の手引のさらなる活用を促すということに

加えまして、人権擁護機関等が開設しておりま

すいじめ・偏見・差別等に関する相談窓口とい

うものを周知するとともに、山形県公認心理

師・臨床心理士協会など関係機関あるいはスク

ールカウンセラーとの連携を図りながら、適切

に対応してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございます。 

  今、お伺いして非常に、もう準備のほうもし

っかりしていただいているなと思いました。特

にやはり、精神的なところが非常に重要になっ

てくると思いますので、スクールカウンセラー

さんやお医者さんなどのお力も借りながら、そ
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ういった、もし万が一ですけれども、そういう

事態になりましたら、そういったケアのほうも

お願いしたいと思います。 

  11月11日の山形新聞に、感染した児童が通っ

ていた山形市の小学校に、感染者を差別するよ

うな電話が複数あったと掲載されておりました。

誰が感染したか分かっても、ふだんの生活にお

いては、あまり有用な情報ではありませんし、

私たちには守秘義務がございますので、そもそ

も電話をいただいても答えられるわけがありま

せん。 

  しかしながら、新型コロナに限らず、学校に

関するネガティブな情報が流れると、必ず心な

い電話が学校にかかってくると聞いております。

学校は、傷ついた子供を守りつつ、通常の学校

生活が送れるように懸命に努力してくれますが、

心ない電話で教職員の方々の大切な時間が奪わ

れ、精神的に非常に疲労いたします。 

  そういうことをやめようと呼びかけても、心

ない電話がすぐになくなるとは限りませんので、

学校、そしてこれは市役所にも共通すると思う

んですが、非通知の電話は着信拒否にする、着

信前に録音する旨のメッセージを流す機能をつ

けるというのも、私は今の時代、学校や行政運

営には必要なことではないかと思いますので、

こういった手段というのも御検討いただければ

と思います。 

  続きまして、通告番号19番、財政の「見える

化」についてです。 

  現在、令和３年度の予算編成を市長及び各課

で行っている真っ最中だと思います。市長もさ

きの答弁でおっしゃっていたように、新型コロ

ナの影響による税収減や対策費の支出が想定さ

れるため、次年度は本当に厳しい予算編成にな

ると思いますが、そもそも地方自治体の財政は、

人口減少や経済活動の停滞による税収減と、少

子高齢化による社会保障費の増加、さらにはこ

れまで公共施設設備に充ててきた起債の返済が

なかなか思うように減らせない中で、その公共

施設の老朽化により、維持管理経費や施設更新

経費が必要になるという厳しい状況がずっと続

いております。 

  公共施設で言えば、寒河江市では今年、慈恩

寺ガイダンス施設と（仮称）陵南アパートの建

設、そしてチェリーランドアクティビティエリ

ア整備と市民浴場移転の発表と、大型公共施設

の建設や計画発表が相次いでおります。特に、

チェリーランドアクティビティエリアと新市民

浴場は、どちらも令和５年度オープン予定とな

っており、２つの大型公共施設建設を進めなが

ら、市の公共施設を見直す公共施設等総合管理

計画も同時に進めていきますので、これまで以

上に市の財政に関心を寄せる市民の方も増えて

おります。 

  さて、その自治体の予算でありますが、今は

財政健全化のために事業を廃止・縮小して、そ

こから生み出された財源で新たな施策を行うス

クラップ・アンド・ビルドの時代と言われてお

ります。 

  さらに進んで、現在は、目につくようなすぐ

見直すべき事業が見当たらないのに、少子高齢

化や今回の新型コロナのように問題は次々と起

こるため、まずはやらなければならないことを

実施し、その後、社会環境や時代の要請に応じ

た既存事業の順位づけをして廃止・縮小をする

というビルド・アンド・スクラップという考え

方を取り入れている自治体も出てきました。 

  しかしながら、当市に限らず、自治体は一度

始めた事業の廃止・縮小はなかなかすんなりと

はいきません。これはあくまで一般論と述べさ

せていただきますが、政治家は選挙で自らに託

された市民の声を実現すべく、新たな予算を計

上し施策を拡充することを求めがちです。また、

市民の方々の多くは、自分に直接関係のある

個々の事業については関心が高く、その充実を

求め、廃止・縮小には反対します。もちろんな
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がら、近くにいないと、またはその当事者でな

いと分からないことがありますので、そういっ

た意見をいただくのはもっともではありますが、

市全体のことをバランスよく見るというのは非

常に難しいことだと思います。 

  先日、公共施設等総合管理計画のための個別

施設計画意向調査書が配付され、私もお答えい

たしましたが、公共施設に関しても同様だと思

いますので、これを集約していくというのはな

かなか大変なことだと思います。 

  しかしながら、私はこれからの時代、事業や

公共施設を廃止、縮小、集約できるかどうかに、

自治体の生き残りがかかっていると言っても過

言ではないと思っております。 

  そう言ってしまいますと、「自治体の事業は

費用対効果ではない。民間でできないから行政

がやるのだ。住民サービスを切捨てするのか」

と言われるかもしれませんが、地方自治法に

「最少の経費で最大の効果を挙げる」と一番最

初に書いてありますので、費用対効果は行政で

も当然考えるべきことですし、耳触りのよい言

葉を並べて、何でもやる、何でもつくる、問題

を先送りにしていきますと、今後は暴力的な切

捨てが待ち構えております。 

  他市の具体名を挙げて申し訳ありませんが、

財源不足に陥った自治体は、私が議員として２

期目になってから記憶に残っているだけでも、

福井市や大分県杵築市、そして県内では酒田市

がありますし、先月10月は埼玉県新座市や、あ

の京都市でも財源が不足し、大幅な事業縮小・

廃止、一律カットを行っております。 

  そうなってしまうと、予算の使い方を考慮で

きなくなりますので、そうなる前に持続可能な

自治体運営のための事業の廃止・縮小を考える

ことは、住民サービスの切捨てや後ろ向きのこ

とではなく、この地域に生活し続ける人たちの

明るい未来のために極めて重要なことだと言え

ます。 

  ただ、先ほど述べたとおり、事業の縮小・廃

止、あるいは公共施設の集約は、市民の方と認

識を共にしていかないとうまく進められない。

わだかまりが残ってしまうこともあると思いま

すので、今回、市民の皆さんと共に行政運営に

対する基礎的な理解を共有できるように、財政

の「見える化」についてという一般質問を行お

うと思った次第ですので、具体的な金額や数字

ではなく、タイトルに上げたとおり、財政の

「見える化」というところについてのみ伺って

いきたいと思います。 

  前置きが長くなりましたが、まずは、当市の

予算編成の考え方について伺います。 

  現在、令和３年度の予算編成中だと思います

が、当市では、前年度踏襲がベースなのか、そ

れともゼロベースで毎年編成していくのか、予

算編成の考え方について伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 令和３年度の予算編成について

の考え方ということでありますが、御案内のと

おり、令和３年度というのは、第６次寒河江市

振興計画、平成28年にスタートした振興計画が

半分過ぎて６年目に入るということで、後期の

後半のスタートの年だというふうになっており

ますので、極めてそういう意味では重要な年だ

と認識をしております。 

  また一方で、先ほど来ありましたけれども、

新型コロナウイルス感染症への対応について、

感染の状況、それから経済の動向、市民生活の

影響などを注意深く見極めつつ、必要に応じて、

時期を失することなく対策を打っていかなけれ

ばならないと考えているところであります。 

  今年、令和２年度については、予期せぬ感染

症予防対策、それから豪雨による災害復旧対応

ということで、財政調整基金を大きく取り崩し

て対応してきているわけであります。 

  さらに令和３年度については、歳入面では、

新型コロナの影響で税収が減少するという見込
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みであります。一方、歳出面においては、少子

高齢化の進展により社会保障費が年々膨らんで

いく。それから、先ほど来ありましたが、市所

有の公共施設が軒並み老朽化して、維持管理経

費が増嵩してくると、増加してくるということ

で、経常的な経費が増えていくという状況であ

ります。そういったことを勘案いたしますと、

令和３年度の予算編成というのは、例年以上に

厳しいものになっていくというふうに見込んで

おります。 

  そういうことが見込まれますので、予算編成

作業においては、全ての事業をゼロベースで見

直しをして、必要性、効果を検証しつつ、スク

ラップ・アンド・ビルドを徹底していかなけれ

ばならないと考えているところであります。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

  基本的には、今年度というか次年度ですね、

令和３年度については、ゼロベースで考えてい

かなくてはいけないと、考えていくということ

でありましたが、振興計画もちょうど半分を過

ぎたところということですので、もちろんゼロ

ベースとはいえ、実際継続していく事業という

のもたくさんあるかと思います。 

  それはもちろん当然のことでありますので、

それが悪いというわけではないんですが、事業

を継続して行っていく場合、客観的に把握して、

その事業を継続すべきかどうかを検証していか

なくてはならないと思っております。 

  ただ、継続する場合、どのような基準をもっ

て継続を決めるのかどうか。例えば、他市であ

れば、事業評価など様々手法はあると思います

が、当市の事業の継続の基準について伺いたい

と思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市におきましても、様々

な形で事業評価に取り組んでいると考えており

ます。主なものとしては、まず第６次振興計画

に係る市民アンケートを実施をさせていただい

ておりますが、これは、前年度の事業進捗状況

を市民の皆さんより評価をいただいて、振興審

議会の評価結果と併せて次年度の施策展開を検

討するということで、大変重要な評価と認識を

しております。 

  具体的には、施策の項目ごとに取り組んでい

る事業の現状の評価、それから今後の重要度を

５段階で評価をいただいて、その結果を次年度

の予算編成に反映させていただいているところ

であります。 

  それから、市職員自らが前年度の事業につい

て分析し、次年度の改革を検討するサマーレビ

ューを実施をしています。経営的な視点から、

投入した予算や人員でどれだけの成果を上げた

かを職員自らが意識していくということととも

に、従来の仕事のやり方を見直す機会として取

り組んでいます。令和元年度は25の事業、令和

２年度は24の事業について実施をして、この結

果を次年度の予算編成に反映するよう作業を進

めているところであります。 

  それから、教育委員会、それから農業委員会

のほうでも事務事業評価を行っておりますので、

そういった内容なども参考にして進めていると

ころであります。 

  こうした事務事業のＰＤＣＡサイクルに加え

て、来年度の予算編成方針の中では、客観的な

根拠、エビデンスに基づく政策立案を推進する

よう、各課に指示をしているところでございま

す。 

  継続事業の基準というのは、施策によって

様々であろうかと思いますので、一律に基準を

設定するというのはなかなか難しいわけであり

ますが、先ほど申しあげた取組などによって、

限られた資源あるいは財源を有効に活用し、分

かりやすく、より信頼される行財政活動を展開

していけるように努力をしていきたいと考えて
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いるところであります。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 分かりました。私も、例えば

他市でやはり事務事業評価とかやっております

が、それが私、全てだとは思いません。やはり

評価疲れという言葉も聞きますし、非常に時間

と手間、コストがかかりますので、それが全て

だとは思いませんが、やはりそういったものを

基準として、今、お伺いしたいろいろ手法、そ

して方法、手段を用いて行っていくということ

でしたので、私はそれでしていっていただけれ

ばと思います。 

  ただ、自治体が限られた財源を効果的に活用

するためには、やはり優先順位をつけて、そし

て必要に応じては廃止・縮小をしていかなくて

はいけないのですが、何を根拠に優先順位をつ

けているのかというのが、私は中だけではなく

て、市民の皆さんと共通理解を得ていく必要が

あるのではないかと思っております。 

  先ほど、市民アンケートで評価をしていただ

くということではありましたが、その結果、誰

がどうでどうだったので、これはこうなりまし

たという、そこまではちょっと見えない部分で

あります。皆さんから御意見は伺った後、あと

こちらの中で決めていくことでありますので、

そういったところの、こういう結果をいただい

たので、こうなりましたというのが市民の皆さ

んにフィードバックされるようなことが、今以

上に今後重要になってくるのではないかと思っ

ております。 

  国の行政事業レビュー実施要綱を見ますと、

レビューは行政の無駄の削減はもとより、事業

の効果的、効率的な実施を通じ、質の高い行政

を実現するとともに、国の行政の透明性を高め

（「見える化」を進め）、国民への説明責任を果

たすために実施されるものであると書いてあり

ます。 

  つまり、事業評価は、削減するというよりも

「見える化」を進めて住民へ説明するためにや

っていこうというのが国の考え方のようです。 

  例えば、市のサイトを見ますと、一般会計当

初予算の概要が掲載されておりますので、次年

度事業については、発表になってからですけれ

ども、何にどれぐらい予算を使うのかというの

は、調べれば知ることはできます。また、私が

以前定例会で要望させていただきました決算カ

ードや決算状況も、現在サイトに掲載していた

だいておりますので、調べれば知ることができ

ます。 

  しかしながら、市民の方々がそこまで検索し

て調べているかというと、そんなに数は多くな

いのではないかなと思っております。 

  次に、現在進めている公共施設等総合管理計

画について伺います。 

  この公共施設等総合管理計画は、令和34年度

を最終とする約30年にわたる金額も期間も大き

な計画であります。 

  こちらも皆さんの理解が必要だと思いますが、

今後の進め方といいますか、市民の皆さんへの

周知や意見聴取について伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま御質問ありました寒河

江市公共施設等総合管理計画については、平成

27年度に策定をして、改修・更新時期を迎える

公共施設等の計画的な更新、効率化、長寿命化

などを行うための道筋を示すため作成したもの

でございます。 

  今回実施をさせていただきました個別施設計

画策定に関する意向調査については、この管理

計画に沿って公共施設の更新・改修等を財政の

平準化を図りながら計画的に進めるに当たって、

各施設ごとの建て替え、複合化、集約化、改修

等の検討方針（案）をお示しをして、その案に

対する御意見や考え方などをお聞きした上で、

計画案の検討を始めるためのものでございます。 

  この意向調査については、各議員の方にもお
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願いしておりますが、無作為抽出をした市民

1,000名の皆さんに回答をお願いし、現在、回

答結果の集計及び分析を行っているところでご

ざいます。 

  今後の進め方ということでありますが、この

意向調査の分析結果を基に、市公共施設マネジ

メント会議において検討を行い、また、教育委

員会のほうで現在進めております学校の在り方

検討会の検討結果なども勘案して、踏まえて、

個別施設計画案を策定してまいりたいというこ

とで考えております。 

  市民の皆さんへの周知や、それから意見聴取

という御質問でありますが、まず今回実施をい

たしました意向調査については、集計結果の分

析後、市のホームページで公表する予定にして

おります。 

  そして、今後作成する個別施設計画（案）に

ついては、各施設を利用されている各種団体の

皆さんに意見などをお聞きをするとともに、市

民の皆さんからはパブリックコメントによって

御意見を頂戴したいというふうに考えておりま

す。 

  こうしたいただいた御意見を基に、さらに市

の公共施設マネジメント会議などで検討、協議

をし、個別施設計画の策定へと進めてまいりた

いと考えております。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 分かりました。先ほどの事業

の話のときもお伝えしましたけれども、やはり

意見を寄せていただいた後でどうだったという

フィードバックが非常に重要だと思いますので、

市のホームページでの集計結果の公表、そして

各施設の利用者の方々に意見を伺うと。そして

さらには、パブリックコメントをいただくとい

うことで、皆さんから寄せていただいた意見は

こうでしたが、さらにそこからどう、皆さんこ

う言っているんですけれどもどうですかという

ことを、ぜひどんどんと進めていただければと

思います。 

  公共施設の集約や複合化、長寿命化になりま

すと、例えば今ですと、公共施設等適正管理推

進事業債のような、いわゆる有利な起債があり

ますけれども、国の補助は改修経費だけで、維

持管理や運営については、私たちがこれからず

っと費用を負担することになりますので、その

あたりも数値としてしっかりと把握して、皆さ

んにもその数値も見せながら計画を立てていた

だければと思います。 

  先ほど、私たち議員のほうにも意向調査書を

頂いて記入したという話をさせていただきまし

たが、頂いた資料は、建設時期そして残耐用年

数、そして年間維持費、そして検討事由という

のがしっかりと掲載してありましたので、私は

これは非常にすばらしい資料だと思いました。 

  こういった資料と同様のものが、私は今、市

が行っている既存事業の説明に必要なのではな

いかと思っております。 

  今やっている事業に、どれぐらいのコストが

かかっているのか。その効果、例えばその事業

の利用者はどれぐらいなのか。もちろん全ての

事業とはいきませんが、市民生活に密接に関係

している事業や新しく始めた事業など、ある程

度の代表的な事業については、もっと市民の方

が理解するのに、もしくは判断するのに分かり

やすい事業説明や事業評価、コストなどの表記

があってもいいのではないかと思っております。 

  非常にお金のかかる話にはなってしまいます

が、行政運営を市民の皆さんと共有するために

は、具体的な数字で費用対効果や評価を市民か

らも分かりやすい形、分かりやすい事業評価、

分かりやすい予算書、決算書などを発行してい

る自治体も少なくありませんので、そういった

形でもっと市民の皆さんに発信していかなけれ

ばならないと思うのですが、見解を伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま後藤議員のほうからも
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御提案がありましたが、行財政運営の状況を市

民の皆さんにお伝えをして、共有をしていくこ

と、我々としては分かりやすく、見やすい形で

行財政の状況などについて発信をしていくとい

うことは、大変重要なテーマだと思っておりま

す。 

  現在、特に財政に関する情報の発信というこ

とについては、上半期と下半期の財政状況と決

算状況について、市報で年に３回、それから予

算書や予算に関する説明、決算に関する説明、

それぞれを市のホームページで発信をしており

ます。 

  財政状況を説明しようといたしますと、どう

しても数字がメインになってしまって、それら

の数字が持つ意味、あるいは費用対効果につい

て分かりやすく市民の皆さんにお伝えするとい

うのが、なかなか難しいわけであります。ただ

いま先進的な取組をしている他の自治体もある

というようなお話もお聞きをいたしましたので、

今後、そういった自治体の例なども参考にさせ

ていただきながら、より分かりやすい財政状況

の発信などについて、鋭意努力をして検討して

いきたいと思っておりますし、そうしたことが

市民の皆さんの市政に対する理解を深めていく

ということにつながっていくことだと思います

ので、検討させていただきたいと思います。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 前向きな御答弁いただきまし

て、ありがとうございました。 

  やはり、行政が押しなべて一律に事業を展開

していた時代とは異なり、その時々の戦略に応

じて事業の優先度を見直す、ある時期に一気呵

成に戦略軸で事業を束にして効果を最大化して

いくという戦略マネジメントが、行政経営の中

で今求められていると思います。 

  また、近い将来起こり得る財政的な危機に対

して、現在であれば何かの手が打てるのに、議

会を含めた行政側と市民とが十分に情報が共有

できずに、危機意識が共有できていないことで、

その問題を先延ばしにしてしまえば、そのツケ

は結局、将来の市民が払うことになります。 

  事業や公共施設の取捨選択を進めていくとい

うのは、先ほどから申しあげているとおり、非

常に厳しい、私たちにとってもいばらの道だと

は思いますが、将来にわたって安定した住民サ

ービスを提供できる持続可能な自治体運営をし

ていくためには、どうしても必要なことだと思

いますし、それを進めるためには、市民の皆さ

んと行政運営の共有が必要だと思っております

ので、ぜひ分かりやすい説明、数値というのを

進めていただければと思います。 

  このコロナ禍で、どの自治体運営も非常に厳

しい状況の今だからこそ、このテーマを今回一

般質問で取り上げさせていただきました。 

  厳しい財政状況の中で、将来どのようなまち

にしたいのか、財源が限られて、あれもこれも

できない制約の中で、それでも必ず実現したい

まちの未来はどんな姿なのか。振興計画がまさ

にそれに当たると思いますけれども、市民の皆

さんが頭の中でリアルに描いて共有できるよう

に、市民の皆さんが共通理解できるような伝え

方をしていただきますことをお願いいたしまし

て、私の一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

 

荒木春吉議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号20番、21番について、

14番荒木春吉議員。 

○荒木春吉議員 本日最後の質問をします。 

  まず、通告20番の農業問題について伺います。 

  今冬の無雪、春季からの新型コロナ肺炎の蔓

延、７月の長雨と日照不足、一転して８月の猛

暑、目まぐるしい天変がありまして、特に農家

の皆さんには、営農活動に四苦三十六苦された

と思います。 
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  霜月４日の読売新聞によれば、「作物売り上

げ減 支援策 コロナ交付金 農家混乱」の見

出しでした。 

  そこで、（１）コロナ（高収益作物次期作支

援金）の現況について伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 荒木議員から高収益作物次期作

支援交付金の御質問をいただきましたが、この

交付金については、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大を受けて、今年の２月から４月に野

菜、果物、花卉、あとお茶の出荷販売や廃棄処

分等を行った生産者を対象に、４月30日以降に

取り組む次期作に係る取組を実施した面積に対

して、10アール当たり５万円を定額支援する交

付金として、国の令和２年度第１次補正予算に

計上された事業でございます。 

  その後、高集約型経営である施設園芸の花、

花卉については、10アール当たり80万円、果樹

については25万円に交付単価が引き上げられる

などの運用改善が図られたわけであります。 

  山形県では、山形県農業再生協議会が実施主

体として、第３回の公募に向けて、県内各市町

村においてＪＡや生産者と組織する地域再生協

議会に交付事務などに係る作業を委託しており、

寒河江市におきましては、寒河江市農業再生協

議会が事務を行っているところであります。 

  これまで、市報で周知を図るほかに、該当す

る可能性がある産直出荷者への広報、それから

ＪＡなどへの出荷者に対する説明会などを行っ

てきております。 

  その結果、これまでのところ59名の方から、

約8,464万円分の申請をいただいているところ

でございます。 

○柏倉信一議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 答弁ありがとうございます。 

  次に（２）について伺います。 

  11月12日（木曜日）の日本農業新聞３ページ

に、前日の衆議院農水での上杉、佐々木両与野

党議員と野上大臣、水田生産局長のやり取りが

抄録されていた。 

  そこで、（２）２回変更後の状況について伺

います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 大分二転三転しているという状

況でありますから、その状況などについて御報

告を申しあげたい、状況を答弁申しあげたいと

思っています。 

  この交付金の運用に関して、農林省は10月12

日に、要件には合致するものの新型コロナウイ

ルス感染症の影響を必ずしも受けていない申請

が含まれているため、交付金の支払いに対し、

国民の理解が得られないとして、新たに対象期

間に出荷した減収額を確認することや、交付上

限額を減収金額とするなどの運用見直しの通知

を発出いたしました。 

  この見直しは、交付金を原資に意欲を持って

次期作に取り組む申請者に対して、大きな影響

を与えるものであります。また、国の一方的な

見直しは、生産現場で混乱を招くおそれがある

ために、西村山の４町と合同で11月９日に東北

農政局の担当者を招いた上で、申請者に対する

説明会を開催しているところであります。 

  現在、申請者からの減収額に係る申告書の受

付を行っているところでありますが、見直しの

影響についてはまだ把握し切れておりません。 

  加えまして、農林省は10月30日に、既に次期

作に向けた投資や発注を行った生産者につきま

して、減収がない場合でも投資額などを上限に

交付金を交付するといった運用見直しに伴う追

加措置を発表しているわけであります。 

  この追加措置の詳細につきましては、第３回

公募の募集期限を11月30日から12月25日に延長

することと併せて、11月13日に示されたところ

でございます。 

  これを受けて、今週申請者に対して必要とな

る資料や手続等に関するお知らせを行っている
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ところであります。申請者の皆様には、運用の

見直しによる減収額の把握と併せて、さらなる

負担をおかけすることになっているわけであり

ますけれども、御理解と御協力をお願いをした

いと思います。 

  いずれにしても、当初の制度からかけ離れた

制度となっております。申請者に混乱が生じて

おりますので、国に対しては、他の新型コロナ

ウイルス感染症対策も含めて、現場への影響を

踏まえた上での制度設計、運用を行っていただ

ければと考えているところでございます。 

○柏倉信一議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 御答弁、誠にありがとうござい

ます。 

  思想家で武道家の内田 樹さんは、現在、大

事なのは、エネルギー、食料、医療、そして教

育だそうです。食料生産に携わる農家支援は特

に大切です。減収を補塡する政策は特に念入り

に実施してほしいと思います。 

  私、今回、60年前に出た農業基本法という法

律を開いてみたら、これ全29条の法律なんです

けれども、その中に大事なところがあって、10

条と11条に、災害に対する補塡と、あと11条が

価格の安定ということがうたわれております。

それにのっとって最初のほうは60人で8,000万

と聞きましたが、国会、衆議院でも参議院でも

やり取りを見ていますと、何かどこに着陸する

のか分からないような議論でありまして、今、

市長の話を聞くと、12月25日が締切りだという

ことなので、果たしてどうなるか、ちょっと先

が見通せない状況ですが、本当に損した農家が、

来年、喜んで本分に打ち込めるようにしてもら

えればありがたいなと思っています。 

  最後に通告21番、教育問題について伺います。 

  先月の30日金曜日に、陵南中で学区議員と語

る会があった。構成人員は、学校当局が３、Ｐ

ＴＡ役員が７、市議は８の全18名です。45分間

の全クラス授業参観後に、校長による20分余の

説明があり、その後、懇談会になりました。 

  当日渡された資料の４ページの（４）は、陵

南中だけですが、まず（１）市内小中学校教職

員の加配の詳細について伺います。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５７分  

 再 開 午後 １時００分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 荒木議員から、市内小中学校

教職員の加配の詳細についてということの御質

問でございましたけれども、学校に配置されて

いる教職員数は、義務教育小学校の学級編制及

び教職員定数の標準に関する法律に基づいて決

められております。 

  原則は学級数を基に配置人数が決められてお

りますけれども、特例もありまして、政令で定

められた幾つかの教育上特別な配慮を必要とす

る事情に該当する場合は、政令で定めた人数を

追加できるものとなっております。この追加さ

れた教職員のことを加配教職員、または単に加

配と、こういうふうに言っております。この加

配につきましては、国からの加配だけではなく

て、県教育委員会が措置するものもございます。 

  令和２年度における本市の加配の状況でござ

いますが、小学校に30名、中学校に19名、合わ

せて49名措置されているところであります。 

  詳細ということでありますので、具体的な内

訳を申しあげますと、教育山形「さんさん」プ

ランによって、国の基準よりも少ない児童生徒

数で学級編制を実施するための加配が、小学校

に11名、中学校に５名配置されております。 

  それから、発達障がいや不登校などのために

特別な支援を必要とする子供たちの指導や、生

徒指導上の問題に対応するための加配が、小学

校に８名、中学校に３名配置されております。 
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  それから、教員が初任者であった場合、初任

者研修というのが課せられるわけですが、その

研修に関わる加配が、小中学校ともに５名ずつ

配置されております。 

  それから、学力向上のための授業改善や教科

指導の向上のための加配が小学校に５名、中学

校に３名配置されております。 

  その他、栄養教諭加配が小学校に１名、主幹

教諭加配が中学校に１名であります。 

  また、児童生徒数が多い学校とか、事務の共

同実施がなされている学校に対する事務職員加

配もございまして、これが中学校に２名という

ふうになっております。以上でございます。 

○柏倉信一議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 続いて６ページの（２）要保

護・準要保護生徒の状況について伺います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 本市におきましては、経済的

理由によって就学が困難と、こういうふうに認

められている児童生徒または就学予定者の保護

者に対しまして、児童生徒就学援助費を支給し

ております。議員から御質問のありました要保

護・準要保護というのは、この支給対象者の区

分であります。 

  児童生徒就学援助費の交付要綱では、要保護

者につきましては、生活保護法に規定する生活

保護を受けている者であります。それから準要

保護者でありますが、これは市教育委員会が定

める認定基準に基づいて、要保護者に準ずる程

度に困窮していると認められる者というふうに

定められております。 

  さらに、準要保護の認定基準について、児童

生徒の保護者が主に市民税非課税、国民年金保

険料免除、児童扶養手当の支給、生活福祉資金

の貸付けなどの措置または支給等を受けている

場合などに該当するというふうにしております。 

  本市における要保護と準要保護を合わせた認

定者数は、平成27年から30年までの資料でござ

いますが、この４年間で、平成27年度から順に

322名、318名、319名、そして318名と、こうい

うふうに推移しておりまして、いずれの年度も

全ての児童生徒数の約９％というふうになって

おります。国が約15％、県は約７％でこの４年

間推移しておりますので、本市は国の平均より

は低いものの、県平均よりは高い値と、こうい

うふうになっております。 

  本市では、ただいま申しあげた支給対象者に

加えまして、今年度新たに、新型コロナウイル

ス感染症の影響により家計の収入が大きく減少

した児童生徒の世帯を支援するために、就学緊

急援助制度を設けまして、準要保護者と同様の

支援を行うこととしており、現在、２世帯４名

の児童生徒に対し支給を行っているところでご

ざいます。 

○柏倉信一議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 最後に（３）小中学校教職員の

資質・能力の向上策と教員生活のゆとりと充実

策について伺います。 

  この文言は、８ページにある５番と同内の

（３）をつなげたものです。以上。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 ただいまの荒木議員からの御

質問は、教職員は充実した研修と生活のゆとり

があってこそ、その資質・能力が向上して、い

い授業ができるのではないかという御質問であ

ると、こういうふうに受け止めさせていただき

お答えさせていただきたいと思います。 

  教職員の研修につきましては、その勤務の特

殊性から、教育公務員特例法によって「職責を

遂行するために、絶えず研究と修養に努めなけ

ればならない」と、こういうふうにされており

ます。これは、義務だけではなくて、職責遂行

に関する権利かつ責務として位置づけられてお

ります。 

  例年であれば、教職員の資質向上のために多

くの研修が企画されて、勤務に支障がない限り
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悉皆あるいは自主的に研修に臨んでいるところ

でありますが、今年度は、御案内のとおりコロ

ナ感染防止のために様々な研修の機会が中止あ

るいは制限されているところであります。 

  本来であれば、今年度、来年度に完全実施さ

れる小中学校の学習指導要領に関わる伝達講習

会が開催されるはずでありますけれども、今年

度は、多くの参加者になりますと３密になると

いうことで、中止となっております。代わりに

西村山校長会で、学校を会場に指導主事を要請

して、教科ごとに何日かに分けての少人数での

研修を独自に実施するというふうに聞いている

ところであります。 

  また、市の教育委員会としましても、１人１

台タブレット時代に対応するために、感染防止

対策を講じながら、必要最小限の研修会を企画

し、導入に向けた準備を進めているところであ

ります。 

  このように、年度初めの臨時休業の影響によ

って、授業時数の確保のため教職員の出張によ

る研修が制限されているわけでありますが、新

型コロナ感染の防止と教職員の資質・能力の両

立を図ってまいりたいと考えております。 

  次に、教職員生活のゆとりと充実に関わり、

学校における働き方改革について申しあげたい

と思います。 

  平成31年の中教審答申では、学校における働

き方改革の目的について、教師のこれまでの働

き方を見直して、自らを磨き、日々の生活の質

を豊かにすることで、教職員自らの人間性、創

造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活

動を行うためだと、こういうふうにしておりま

す。 

  本市におきましても、教職員の厳しい勤務実

態の解消を図るために、様々取組を行っており

ます。 

  昨年度は、全ての学校に校務支援ソフトを導

入して、校内にある様々なデータを一元管理す

ることで、教職員の業務の縮減につながってお

りますし、学力向上支援員、特別支援教育補助

員を配置して、個別指導が必要な子供たちへの

対応をサポートする環境を整備したり、事務補

助員、業務補助員あるいはスクールサポートス

タッフを配置することによって、事務の軽減を

図ったりしているところでございます。 

  また、時間外勤務の大半を占める部活動につ

きましては、西村山の１市４町で考え方を統一

して部活動のガイドラインを策定し、休養日の

設定、活動時間の短縮など、部活動顧問の働き

方改革を推進する環境整備も図っているところ

であります。 

  さらに、これらに加えまして、地域学校協働

活動と一体的取組を行うコミュニティ・スクー

ルの導入拡大を推進することで、学校と地域と

の連携協働によって適切な役割分担と教職員の

業務軽減が着実に進んでいるというふうに認識

しているところであります。 

  以上のような取組を通して、教職員のワー

ク・ライフ・バランス、働き方改革を推進し、

ゆとりある生活と効率的、効果的な研修によっ

て、これまで以上に教職員の資質・能力を高め

ることで、いい授業と子供たちの学びの充実に

つなげてまいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 最後にですが、私から４つほど

お話し申しあげたいと思います。 

  45分間の授業参観を拝見して、今、昔とさま

変わりをして、複数教師の授業、あと自習、班

ごとの学習とか、いろんな涙ぐましい努力をし

ているのがよく分かりました。 

  私が一番驚いたのが、芭蕉の俳句、山寺の俳

句、あの授業をした先生の授業が一番印象に残

っているんですが、なかなか含蓄のある授業で、

中学生にはちょっともったいないような感じが

いたしました。必ずしも、ああいう涙ぐましい

努力が成績というか、テストの結果に反映され
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てないところがあったのが、私としてはすごく

残念だなと思った次第です。成績が全てではあ

りませんが、子供たちというか生徒たちが大き

く、でかくなる人間になるためには、ああいう

試みも幅広くというか、深くやっていただけれ

ばなと、私は思いました。 

  次、懇談会のとき、我々市議の側から皆さん

に質問したんですが、私が一番感銘を受けたと

いうのは、ＰＴＡの役員の方と、ここにいる安

孫子さんの質問でありました。 

  安孫子さんの質問は、普通学級と特殊学級、

親御さんの考えと学校側の意見がそごを来して

いる、すごく大切な質問だったんですけれども、

なかなか難しい微妙な話でありますから、これ

は多分、答えはないのかもしれませんけれども、

学校の先生というのは大変なんだなと、子供ば

かりか親も説得しなくてはいけないと、これは

先生の仕事の範囲を超えていますよね。 

  もう一つは、ＰＴＡの役員の方から出た話な

んですが、皆さんは若い方が言っていらっしゃ

るように、今度タブレットとかパソコンが導入

になります。今日の毎日新聞の広島県の教育長

の女性の方ですね、民間から入った人の投書が

載っていましたが、パソコンを与えても学校に

保管しておくだけでは覚えられないと。うちに

帰って使わないと自分のものにならないと、そ

ういう今日の意見でありました。 

  だから、何か先生たちも年齢も差があるし、

それに習熟している人と非習熟、私みたいなや

つもいますので、そこら辺がもっとすごく先生

は大変なのではないかなという、心情あふれる

心配事でしたね。それに応えるために、いろい

ろな支援をしていただければ、先生方の負担が

軽減されるのではないかと、私は思っています。 

  次、３つ目。私、もちろん生徒さんには別に

ゆとりなんかなくていいと思う。ただ、教える

側の先生ですね、ちゃんとした夫婦の会話もな

いような生活に追い回られている状態では、ま

ともな授業ができるのかと、私考えるのはいつ

もそこなんです。 

  私が知っている先生に、２人います。名前と

いうか固有名詞を挙げると、みんなごしゃがれ

るかもしんねえけど、今、西根小学校の校長先

生している大竹さんという方、あの人は子供が

３人います。偉くなる前、校長になる前に、毎

日うちの前で、男の子２人ですから、野球の相

手をしていたんですね。だから、先生でも、忙

しいにもかかわらず、自分の子供をちゃんと相

手してくれる先生もいるんだなと。 

  もう一人、南部に、西浦に大築先生という、

ここに古沢君もいますが、サッカー、その人は

婿さんです。３人の男の子がいて、学校に行く

前にサッカーの相手をしている。今はもう偉く

なって、県庁のほうに行っているらしいですけ

れども、先生でも、有意な方というか、ちゃん

と意思のある方は我が子の相手をしています。

そういう時間を与えないと、昼間のいい仕事は

できないのではないかなと私は思っています。

朝から晩まで仕事して、母ちゃんともしゃべる

暇がない、これでまともな教育ができるかとい

うのが私の考えです。ぜひ、加配とあれを組み

合わせて、先生方の負担を減らしていただけれ

ばなと思っています。 

  この間、先生方と懇談したら、現場の先生は

全く分かっているんですね。全く分かっている

んです、それは。あんまり過酷な仕事だと、今

度、若い人が競争率が下がって、前も言いまし

たが、競争率が下がって、３人受けたら２人が

受かる状況だ、これではよくないというのはも

う分かっているんです。それを何とかして、緩

和していくというか、いま少し人間らしい仕事

ができるようにしていただければ、私としても

本望であります。 

  ３つぐらいでいいか、あまり言うと教育長も

あれだから、教育長、何か意見があればお願い

します。 
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○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 今、荒木議員より、学校の実

態を見ていただいて、また懇談を通して、非常

に教職員が子供たちの教育の充実のために涙ぐ

ましい努力をしているという、そういう実態に

ついて認識していただいたのは、大変ありがた

いなというふうに思っております。 

  これから求められている教育というのは、主

体的だったり共同的であったり、あるいはＩＣ

Ｔの充実等々、様々あるわけですけれども、そ

れらに対応するため、校長のリーダーシップの

下、様々研修をしたり、努力をしているわけで

あります。 

  また、議員おっしゃるように、家庭生活とい

かにバランスを取ることで、仕事の充実にもつ

ながるということでありますので、それは私た

ちも重々認識しているところであります。教育

委員会としても、どういった支援ができるのか

ということを考えながら、やはり、まず子供た

ちの教育が充実するために、そういった職場環

境の改善等についても支援をしていきたいなと

考えているところであります。 

  先ほど具体的に２名の先生方のお名前が出て

きましたが、それ以外にもたくさんの先生方、

ワーク・ライフ・バランスを図りながら取り組

んでいるところでありますので、今後、さらに

そういった先生が増えるように、私たちも御支

援していきたいなと思っているところでありま

す。 

○柏倉信一議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 どうもありがとうございます。

ひとつよろしくお願いします。 

  これで終わります。 

 

   散    会    午後１時１８分 

 

○柏倉信一議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了しました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 


